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第１章 はじめに 

 
１．背景と目的 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 本市では、2028（令和 10）年度までを計画期間とする交通政策の基
本方針「にいがた都市交通戦略プラン［基本計画］」を令和元年度に策定
し、目指す交通の将来像を「県都新潟の拠点化と安心して暮らせるまち」
として、その実現に向けた基本方針を定めました。あわせて、この計画
を上位計画とし、前期４年間で取り組む公共交通施策等を定めた「新潟
市地域公共交通網形成計画」を策定して交通施策を進めてきました。 
 
 この４年間の取り組みにより、公共交通ネットワークの確保・維持に
関して一定の成果はあったものの、人口減少社会の到来やコロナ禍によ
る全国的な公共交通利用者の減少等の影響により、本市の公共交通を取
り巻く環境はより一層、厳しい状況となりました。 
 これにより、公共交通事業者の多くは、運転士不足の問題を抱え、全
国的に路線の廃止や減便が行われている状況に陥っています。加えて、
2024 年（令和 6 年）4 月から、バス運転士などを対象とした労働時間等
の改善基準告示が適用されることにより、公共交通の運転士不足の問題
は今後、さらに深刻化していくことが懸念されており、本市でもそれに
起因した公共交通ネットワークの確保・維持が課題となっています。 
 
 また、国では地域公共交通の「リ・デザイン」（再構築）を全国的に進
めていくため、公共交通分野にデジタル技術を実装する「交通ＤＸ」、車
両電動化や再生エネルギーの地産地消などの「交通ＧＸ」、地域の関係
者の連携と協働を通じて利便性・持続可能性・生産性を高める「共創」
などに関する新たな支援制度が創設されたところです。 
 
 こうした状況を踏まえ、「にいがた都市交通戦略推進会議」では前期
期間の評価を行ったうえで、後期６年間で取り組むべき公共交通の基本
的な方針や公共交通施策について、令和４年度、５年度の２か年で検討
してきました。 
 
 本計画は、上記を背景とする本市の公共交通の課題に対応し、上位計
画で示す交通の将来像の実現を目指すことを目的として、公共交通に関
する取り組みの方向性や実施する施策等について取りまとめた計画で
す。 
 

令和６年 月 
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２．計画の位置づけ 
 

 

本市の交通政策の基本方針となる「にいがた都市交通戦略プラン［基本計画］」
（R1.7 月策定）を上位計画とし、現状の課題を反映した、交通の施策等を新たに
定めるものです。にいがた都市交通戦略プラン［後期実施計画］と統合して定め
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※令和 2 年 11 月の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正に伴い、法に位置
付けられる計画が『地域公共交通計網形成画』から『地域公共交通計画』へ変更 

 
図 本計画の位置づけ 

 
 
３．計画の区域 

   本計画の対象区域は、新潟市全域とします。 

 
 
４．計画の対象期間 

 本計画の対象期間は、「にいがた都市交通戦略プラン（基本計画）」との整合を
図り、2023（令和 5）年度から 2028（令和 10）年度までの 6 年間とします。 

◆新潟都市圏や本市の上位関連計画との関係 

新潟市総合計画（２０２３―２０３０）（R5〜R12）

新潟市都市計画基本方針
（都市計画マスタープラン）

（R5〜R14）

新潟市立地適正化計画
（H29〜R10）

第３回新潟都市圏パーソントリップ
調査総合都市交通計画（H17〜R7）

にいがた都市交通戦略プラン
［基本計画］
（R1〜R10）

新潟市地域公共交通計画※

（R5〜R10）

関連する個別計画

連携

連携
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第２章 上位関連計画の整理 

  ここでは、上位関連計画として、「新潟市都市計画基本方針」、「にいがた都市交通戦略プラン
（基本計画）」、「新潟市立地適正化計画」について整理します。 

 
１．新潟市都市計画基本方針 

 
 
 
 
 
 
■目指す都市の姿 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 都市構造のイメージ 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 基本的な方針の市全体図（2022.12 時点）  

 本市の今後の都市づくりの方向性を示している新潟市都市計画基本方針で
は「市街地と田園・自然の多様な魅力が人をつなぐ多核連携都市 新潟」を目
指す都市の姿としています。 

 2022 年 12 月に改訂され、2032 年度を目標年次とした計画です。 

●新潟市が目指す都市の姿を「市街地と田
園・自然の多様な魅力が人をつなぐ多核連
携都市 新潟』とします。 

●目指す都市の姿の構造（多核連携都市）の
実現に向けた考え方を次の 3 つの要素で
示されています。 
（1）市街地と田園・自然の共生・共鳴 
（2）都市・地域の拠点の機能強化 
（3）拠点間の連携強化 
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２．にいがた都市交通戦略プラン〔基本計画〕 

 

 

 

 
■将来像と目標 

交通の将来像：県都新潟の拠点化と安心して暮らせるまち 

目標１：県都新潟の拠点化を支える交通【拠点化の視点】 
目標２：安心して暮らせることで選ばれるまちを支える交通【市⺠⽣活の視点】 

■将来像を実現するための基本方針 

基本方針１：多核連携型のまちづくりを支える交通戦略 
基本方針２：都市の活力と拠点性を強化する交通戦略 
基本方針３：まちなかの賑わいを創出する交通戦略 
基本方針４：暮らしを支えるモビリティを地域で育む交通戦略 
基本方針５：みんなで築き上げる交通戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 将来像と目標  

 本市の交通政策の基本的な方針を定めているにいがた都市交通戦略プランでは「県都
新潟の拠点化と安心して暮らせるまち」を交通の将来像に掲げ、2 つの目標、5 つの
基本方針を定めています。 
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３．新潟市立地適正化計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 都市の骨格構造 
 
■都心及び都心周辺部が担う機能      ■各区の地域拠点が担う機能 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

図 地域拠点周辺のイメージ 
図 都心周辺部のイメージ  

・中枢的な業務・商業機能が集積する都市の象
徴的な市街地 

・様々な魅力・交流から新たな情報や文化が創
造・発信される拠点 

・高次都市機能が集積した「都市の顔」に例え
られる中心的なまちなか 

・それぞれの地域で育まれてきた歴史や個性を持ち、中心を
担ってきた要衝 

・古くから地域の拠点としての市や商店街などが存在して
きた地域の核 

・各区（生活圏）の中心であり、まちなかを形成する市街地 
・日常生活での人の出会いや顔が見える場としての身近な

交流拠点 

 本市の都市構造は、高次機能が集積した都心、それを補完する都心周辺部、それら
と公共交通ネットワークや道路網でつながっている地域拠点で構成されています。 

 また、本市は隣接市町村と広域的な連携を進める「新潟広域都市圏」を形成するこ
とにしており、都心や都心周辺部、地域拠点と近隣市町村とのネットワークの構築
も重要となります。 

 本計画では、立地適正化に取り組むという観点から改めてこの配置を明示するとと
もに、それぞれの拠点が担うべき機能について再整理しています。 
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◆新潟市立地適正化計画と新潟市地域公共交通計画の連携 

公共交通の利便性の高いまちなかエリア 

①鉄道駅から半径 1km 圏内 

②P&R 駐車場のある高速バス停留所の
うち 100 本/日以上運行されている停
留所から半径 1km 圏内 

③基幹公共交通軸沿線の片側 1km 圏内 

④骨格幹線バス路線沿線の片側 500m 圏内 

⑤100 本/日以上運行されているバス路
線沿線の片側 300m 圏内 

立地適正化計画の施策と 
連携した公共交通の取り組み 

新たな鉄道駅の設置調査など 

P&R 駐車場の整備など 

基幹公共交通軸の段階的整備など 

路線バス等の都心アクセス強化など 

立地適正化計画 地域公共交通計画 

コンパクト・プラス・ネットワークの構築 

図 新潟市立地適正化計画と新潟市地域公共交通計画の連携 

基幹公共交通軸の段階的整備 

新たな鉄道駅の設置調査 

各モード間の役割分担・結節強化 

P&R 駐車場の整備 

定時性などのサービス向上 

 新潟市立地適正化計画において、本市のまちなか居住を象徴するエリアとし
て「公共交通の利便性の高いまちなか居住エリア」が設定されており、本計
画においては、「公共交通の利便性の高いまちなか居住エリア」と連携した公
共交通の取り組みを推進します。 

・各モード間の役割分担・結節強化 
・定時性などのサービス向上 
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（1）公共交通網 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 新潟市の公共交通網（2022 年 4 月） 

第３章 公共交通に関する現状把握 

 本市の公共交通は、本市と周辺自治体を結ぶ鉄道と路線バス等をはじめ区
バスや住⺠バス、目的バスが運行されています。 

 また、新幹線が停車する新潟駅や新潟港、新潟空港があり県内外への広域
交通拠点があります。 

 都市機能誘導区域とその周辺の居住誘導区域が結ばれ、立地適正化計画な
ど、まちづくりと整合が図られた公共交通網を形成しています。 

１．都市交通の現状 

出典：新潟市 
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■路線バスの運行事業者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 路線バスの運行事業者（2022 年 4 月） 
 
 

 秋葉区や⻄蒲区などの郊外部では、既存バス事業者から他のバス事業者や
タクシー事業者への運行移管を行うことでバス路線を維持しています。 

出典：新潟市 
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（2）公共交通網と人口分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 新潟市の公共交通網と人口分布

デマンドタクシー エリアバス×タク 

※エリアバス×タク 
・バス路線の確保・維持が困難な地域において導入した公共交通シ

ステムです。バス軸とエリアタクシーを組み合わせることで、運
行の効率化、多様なニーズへの対応、高齢者等の負担軽減などの
要望を踏まえ、持続可能な公共交通を目指して運行しています。 

・運行エリア内のバス軸を、予約に応じて中型車両が運行していま
す。バス停留所が遠い地域の方は、自宅の近くのエリアタクシー
乗り場から、乗継地点のバス停留所まで、予約した小型車両に乗
車して移動できます。 

 人口密度が低く定時定路線型のバス路線が成り立たない地域（北区⻑浦地
区）において、新たな移動手段としてエリアバス×タク※の運行を開始し
ました。 

 また、路線バスが運行していない地域（北区）や昼間の時間帯の需要が少
ない地域（南区）では、デマンド型乗合タクシーの効果や課題を検証する
ため社会実験を実施しています。 

出典：R2 国勢調査をもとに作成 
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■公共交通沿線の居住人口割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通機関のある地域（2022 年 4 月） 
 
 
 
 
 

 
 

図 公共交通沿線の居住人口割合 

出典：新潟市 

 公共交通機関のある地域※に住んでいる居住人口割合は、2022 年度で 95.5％
となっています。 

※公共交通機関のある地域（小地域単位） 
・バス停から半径 300ｍの範囲にかかっている地域 

または鉄道駅から半径 500ｍの範囲にかかっている地域 

出典：国勢調査をもとに作成 
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（3）公共交通の運行本数 

 
 1）路線バス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 路線バス等の運行頻度（2022 年 4 月）

出典：各路線の時刻表をもとに作成 

 路線バスは、東区、中央区、⻄区において 200 本/日以上の高頻度で運行さ
れています。一方で、秋葉区、南区、⻄蒲区では 8 本/日未満の運行となっ
ている区間があり、路線バスを利用できる環境に大きな差があります。 

200 本/日以上 

20 本/日以上～200 本/日未満 

8 本/日以上～20 本/日未満 

8 本/日未満 

※平日で定時に運行する片方向の運行本数 
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 2）鉄道 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 鉄道の運行頻度（2022 年 4 月）

 鉄道は、新潟駅から豊栄駅、新津駅、内野駅の間で 80 本/日以上の高頻度で
運行されています。 

80 本/日以上 

30 本/日以上～80 本/日未満 

30 本/日未満 

出典：各路線の時刻表をもとに作成 

※平日の片方向の運行本数 
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（4）公共交通（鉄道・バス）の時間帯別の運行間隔 

1）路線バスの上り方向の運行間隔 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各路線とも上り方向の目的地の到着時刻が 8 時台の運行本数の平均運行間隔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各路線とも上り方向の目的地の到着時刻が 12 時台の運行本数の平均運行間隔 

出典：各路線の時刻表をもとに作成   
図 朝（8 時台）と日中（12 時台）の運行間隔（路線バス：上り）（2022 年 4 月） 

■上り（朝：8 時台） 

■上り（日中：12 時台） 

 朝（8 時台）は東区、中央区、⻄区で 5 分未満の間隔で運行されている路
線がありますが、日中（12 時台）では中央区の一部区間です。 
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2）鉄道の上り方向の運行間隔 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各路線とも新潟駅の到着時刻が 8 時台の運行本数の平均運行間隔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各路線とも新潟駅の到着時刻が 12 時台の運行本数の平均運行間隔 

出典：各路線の時刻表をもとに作成     
図 朝（8 時台）と日中（12 時台）の運行間隔（鉄道：上り）（2022 年 4 月） 

■上り（朝：8 時台） 

■上り（日中：12 時台） 

 朝（8 時台）は新潟駅から⿊⼭駅、⽮代⽥駅、巻駅の間で 20 分未満の間
隔で運行されていますが、日中（12 時台）で 20 分未満の間隔で運行され
る区間は豊栄駅、新津駅、内野駅の間に短縮されます。 



 

15 

（5）終発時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※路線バスは下り方向の終発時刻を示し、鉄道は新潟駅から乗継を含め乗車できる最終時刻を示す。 
出典：各路線の時刻表をもとに作成 

図 鉄道と路線バスの終発時刻（2022 年 4 月） 

 

  

 鉄道の終発時刻は概ね 23 時台ですが、路線バスの時刻は北区、江南区、
⻄蒲区などの一部の路線では 19 時台以前となっています。 
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（6）路線バスの定時性率 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新潟交通㈱ホームページの月別の目標達成率について、年度の平均値を定時性率として示している 
※目標達成率は、時差 3 分未満で運行できているバス停数の割合 

出典：新潟交通㈱ホームページ 
図 路線バスの定時性率（2021 年度）  
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（C 系統） 
南新潟方面 

（S 系統）
西新潟方面 

（W 系統） 
東新潟方面 

（E 系統）
その他 

 萬代橋ラインや新潟市中心部方面（C 系統）では 90％を超えており、南
新潟方面や⻄新潟方面、東新潟方面でも運行距離が短い路線では、90％
を超えている路線もあります。 
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（7）公共交通の利用者数 

 
1）路線バス利用者数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※2016 年度はバスシステム導入後、他の統計データと比較できる初年度 

出典：新潟交通㈱ホームページ 
図 バス利用者数の推移 

 
 
  2）区バス・住⺠バス利用者数 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※路線バスと比較年次の初年度を整合 
※バスシステム導入後、路線バス利用者がピークを迎えた 2017 年度との比較 

出典：新潟市        
図 区バス・住⺠バス利用者数の推移  

 路線バスの利用者数は、2015 年のバス運行の集約化・効率化を図るバス
システム導入後やや増加していましたが、2017 年度以降は毎年減少し、
特に 2020 年度は新型コロナウイルス等の影響もあり大きく減少しまし
た。2022 年度は若干回復し、約 1,870 万人の利用者となっています。 

 2017 年度以降、利用者は横ばいで、2020 年度は新型コロナウイルスの影
響もあり大きく減少しました。2021 年度以降は回復傾向にあり、2022 年
度は約 48 万人となっています。 
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3）鉄道利用者数 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※路線バスと比較年次の初年度を整合 
※バスシステム導入後、路線バス利用者がピークを迎えた 2017 年度との比較 
※乗車人員のみとし降車人員は含まれない（上越新幹線含む）。また、無人駅も含まれない。 

出典：JR 東日本ホームページ 

図 新潟市内鉄道駅の乗車人員推移 
 

 

4）タクシー利用者数 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※路線バスと比較年次の初年度を整合 
※バスシステム導入後、路線バス利用者がピークを迎えた 2017 年度との比較 

出典：新潟市統計書       
図 タクシー利用者数の推移 
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 2017 年度以降も毎年利用者は減少し、2020 年度は新型コロナウイルス等
の影響もあり大きく減少しました。2021 年度以降は回復傾向にあり、
2022 年度は約 6.9 万人/日となっています。 

 2017 年度以降も毎年利用者は減少し、2020 年度は新型コロナウイルス 
等の影響もあり大きく減少しました。2021 年度は若干回復し、約 450 万
人/年の利用者となっています。 
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